
提

出

者
川

内
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史
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謙

一

郎

平
成
十
六
年
三
月
八
日
提
出

質

問

第

三

三

号

今
国
会
提
出
の
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
於
け
る
「
商
業
用
レ
コ
ー
ド
」
の
定
義
と
法
律
の
適

用
範
囲
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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今
国
会
提
出
の
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
於
け
る
「
商
業
用
レ
コ
ー
ド
」
の
定
義
と
法
律
の
適

用
範
囲
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
三
月
五
日
提
出
の
「
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
（
以
下
「
法
案
」
と
い
う
。
）
に
於
い
て
、
著
作
権
法

第
一
一
三
条
の
規
定
を
変
更
し
、
日
本
国
内
外
で
合
法
的
に
生
産
さ
れ
た
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
日
本
国
内
へ
の
輸
入
を
禁
止
す

る
措
置
（
以
下
「
措
置
」
と
い
う
。
）
を
創
設
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
の
日
本
国
内
で
流
通
し
て
い
る
商
業
用
レ

コ
ー
ド
の
う
ち
日
本
国
外
で
生
産
さ
れ
た
輸
入
版
の
大
多
数
は
本
法
案
の
立
法
趣
旨
に
言
う
「
ア
ジ
ア
地
域
で
の
販
売
を
目
的

と
し
た
日
本
語
歌
謡
（
い
わ
ゆ
る
『
邦
楽
』
）
を
収
録
し
た
商
業
用
レ
コ
ー
ド
」
で
は
な
く
米
国
な
い
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
産

さ
れ
た
日
本
語
以
外
の
言
語
に
よ
る
「
洋
楽
」
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
記
の
事
実
を
踏
ま
え
、
本
法
案
に
於
け
る
措
置

の
対
象
た
る
「
商
業
用
レ
コ
ー
ド
」
の
定
義
と
法
律
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
質
問
す
る
。
な
お
、
同
様
の
文
言
が
並
ぶ
場
合
で

も
、
項
目
ご
と
に
平
易
な
文
章
で
答
弁
さ
れ
た
い
。

一

日
本
国
外
に
所
在
す
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド
生
産
者
（
以
下
「
国
外
生
産
者
」
と
い
う
。
）
が
日
本
国
内
に
設
置
し
て
い
る

現
地
法
人
（
以
下
「
日
本
現
地
法
人
」
と
い
う
。
）
が
国
外
生
産
者
の
製
造
に
な
る
商
業
用
レ
コ
ー
ド
（
以
下
「
洋
盤
」
と

い
う
。
）
と
同
内
容
の
洋
楽
を
収
録
し
た
日
本
向
け
仕
様
の
商
業
用
レ
コ
ー
ド
（
以
下
「
日
本
盤
」
と
い
う
。
）
を
発
売
し

一



て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
日
本
国
内
へ
の
輸
入
ま
た
は
販
売
対
象
地
域
外
へ
の
輸
出
を
禁
止
す
る
旨
を
洋
盤
に
表
示
し
た

場
合
も
措
置
が
適
用
さ
れ
る
の
か
。

二

一
と
は
異
な
り
、
国
外
生
産
者
よ
り
洋
楽
の
ラ
イ
セ
ン
ス
供
与
を
受
け
た
日
本
国
内
の
商
業
用
レ
コ
ー
ド
生
産
者
（
以
下

「
国
内
生
産
者
」
と
い
う
。
）
の
意
向
に
よ
り
、
国
外
生
産
者
が
販
売
地
域
か
ら
日
本
を
除
外
す
る
旨
を
表
示
し
た
場
合

（
発
売
な
い
し
出
荷
後
に
同
様
の
旨
を
記
載
し
た
シ
ー
ル
等
を
貼
付
す
る
場
合
を
含
む
。
）
も
措
置
が
適
用
さ
れ
る
の
か
。

ま
た
、
こ
う
し
た
行
為
は
洋
楽
を
収
録
し
た
輸
入
盤
を
取
り
扱
う
並
行
輸
入
事
業
者
の
事
業
活
動
に
対
す
る
妨
害
行
為
に
当

た
り
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
一
九
条
（
不
公
正
な
取
引
方
法
の
禁
止
）
一
般
指
定
第

一
五
項
（
競
争
者
に
対
す
る
取
引
妨
害
）
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
。

三

現
在
の
日
本
国
内
で
流
通
し
て
い
る
洋
楽
の
音
楽
用
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
（
以
下
「
音
楽
用
Ｃ
Ｄ
」
と
い
う
。
）
の
輸

入
盤
と
、
輸
入
盤
と
同
内
容
の
日
本
盤
を
比
較
し
た
場
合
に
国
外
生
産
者
の
意
向
に
よ
り
そ
の
日
本
現
地
法
人
も
し
く
は
国

外
生
産
者
よ
り
ラ
イ
セ
ン
ス
供
与
を
受
け
た
国
内
生
産
者
が
発
売
す
る
日
本
盤
は
音
楽
用
Ｃ
Ｄ
の
規
格
に
準
拠
し
て
い
な
い

「
コ
ピ
ー
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
Ｃ
Ｄ
」
（
以
下
「
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
」
と
い
う
。
）
と
称
す
る
仕
様
で
発
売
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
米

国
並
び
に
英
国
で
生
産
さ
れ
た
輸
入
盤
に
関
し
て
は
音
楽
用
Ｃ
Ｄ
の
規
格
に
準
拠
し
た
仕
様
で
発
売
さ
れ
て
い
る
事
例
が
見

二



ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
と
そ
れ
以
外
の
地
域
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
異
な
る
規
格
で
発
売
さ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て

も
「
同
一
内
容
の
音
楽
用
Ｃ
Ｄ
」
と
し
て
措
置
が
適
用
さ
れ
る
の
か
。
な
お
、
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
に
関
し
て
は
そ
の
仕
様
が
音
楽
用

Ｃ
Ｄ
の
規
格
に
準
拠
し
て
い
な
い
た
め
過
去
に
発
売
さ
れ
た
再
生
機
器
は
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
の
再
生
を
想
定
し
て
設
計
さ
れ
て
お
ら

ず
、
再
生
機
器
の
生
産
事
業
者
は
正
常
な
再
生
を
保
証
し
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
の
再
生
が
再
生

機
器
の
故
障
を
誘
発
す
る
原
因
と
な
る
恐
れ
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
消
費
者
の
間
で
は
再
生
機
器
の
故
障
を
回
避
す
る
こ
と

が
輸
入
盤
を
購
入
す
る
動
機
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
状
況
も
見
ら
れ
、
仮
に
措
置
が
適
用
さ
れ
た
場
合
は
Ｃ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
の
再
生

に
よ
り
再
生
機
器
の
故
障
を
誘
発
す
る
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
音
楽
用
Ｃ
Ｄ
の
規
格
に
準
拠
し
た
輸
入
盤
を
購
入
す
る
と

い
う
選
択
肢
を
消
費
者
か
ら
奪
い
、
結
果
的
に
前
述
の
リ
ス
ク
を
全
て
消
費
者
が
負
う
こ
と
が
当
然
に
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

右
質
問
す
る
。

三


